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松川地熱発電所発電設備更新計画に係る環境影響評価手続状況 

 

事業の名称 松川地熱発電所発電設備更新計画 

適用区分 法第１種 

事業の種類 地熱発電 

事業の規模 出力 14,990kW  

事業の実施区域（予定地） 八幡平市松尾寄木 

事業者の名称 東北自然エネルギー株式会社 

環境影響評価手続者 同上 

配慮書 

提出 令和元年 ８月１日付け 

縦覧期間 令和元年 ８月２日～令和元年 ９月１日 

住民等の意見書の提出期間 令和元年 ８月２日～令和元年 ９月１日 

技術審査会の審査 令和元年 ９月１２日 

知事意見の送付 令和元年 １０月１日 

方法書 

提出 令和２年 ３月４日付け 

縦覧期間 令和２年 ３月５日～令和２年 ４月６日 

住民等の意見書の提出期間 令和２年 ３月５日～令和２年 ４月２０日 

説明会 令和２年 ４月２日 

意見の概要書の提出 令和２年 ５月７日  意見：０件 

技術審査会の審査 令和２年 ７月３日～令和２年 ７月９日(書面開催) 

知事意見の送付 令和２年 ７月２８日 

準備書 

提出 令和３年 ４月２６日付け 

縦覧期間 令和３年 ４月２７日～令和３年 ５月３１日 

住民等の意見書の提出期間 令和３年 ４月２７日～令和３年 ６月１４日 

説明会 令和３年 ５月１９日 

意見の概要書の提出 令和３年 ６月２１日  意見：０件 

技術審査会の審査 令和３年 ９月８日 

知事意見の送付 
令和  年  月  日 

（期限：令和３年１０月１８日）※120 日 

 

資料№１ 
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「松川地熱発電所発電設備更新計画 環境影響評価準備書」に対する 

八幡平市長意見 
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松川地熱発電所発電設備更新計画 

環境影響評価準備書についての 

意見の概要と事業者の見解 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 6月 

 

東北自然エネルギー株式会社

資料№３
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1. 環境影響評価準備書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」（平成 9年法律第 81号）第 16条の規定に基づき、一般の環境の保全の見

地からの意見を求めるため、環境影響評価準備書（以下、「準備書」という。）を作成した旨及

びその他事項を公告し、公告の日から起算して 1 ヶ月間縦覧に供するとともに、インターネッ

トの利用により公表した。 

 

公告の日 

令和 3年 4月 27日（火） 

 

公告の方法 

(1) 日刊新聞による公告 

令和 3年 4月 27日（火）付の次の日刊新聞紙に「公告」を掲載した（別紙 1）。 

・岩手日報 

 

(2) その他の方法によるお知らせ 

上記の公告に加え、以下の「お知らせ」を実施した。 

・当社ウェブサイトに、令和 3年 4月 27日（火）より掲示した（別紙 2）。 

・八幡平市広報「広報はちまんたい」5月号（令和 3年 5月 13日（木）発行）に掲載した

（別紙 3）。 

 

縦覧場所 

縦覧は、第 1表に示す自治体庁舎等 4箇所にて実施した。 

 

第 1表 準備書の縦覧場所 

縦覧場所 所在地 

八幡平市役所 本庁舎 岩手県八幡平市野駄 21-170 

八幡平市役所 西根総合支所 岩手県八幡平市大更 35-62 

八幡平市役所 安代総合支所 岩手県八幡平市叺田 70 

当社 松川地熱発電所 岩手県八幡平市松尾寄木 松川国有林 1556林班外 

 

縦覧期間 

(1) 縦覧期間 

・自治体庁舎 

令和 3年 4月 27日（火）～令和 3年 5月 31日（月） 

 （土曜日・日曜日・祝日を除く。） 

・松川地熱発電所 

令和 3年 4月 27日（火）～令和 3年 6月 14日（月） 

 （火曜日を除く。） 
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(2) 縦覧時間 

午前 9時～午後 5時（松川地熱発電所は午前 9時～午後 4時） 

 

縦覧者数 

5名（縦覧者名簿への記載者数） 

［内訳］ 

・八幡平市役所 本庁舎  0人（12部） 

・八幡平市役所 西根総合支所 1人（ 7部） 

・八幡平市役所 安代総合支所 0人（ 0部） 

・松川地熱発電所   4人（ 5部） 

 

※（ ）内は縦覧場所に備え付けた「あらまし」の持ち帰り部数である。 

 

インターネット利用による公表 

当社ウェブサイトに準備書及び要約書を掲載し、公表した（別紙 2）。公表期間は、意見受

付期間と同じ令和 3 年 4月 27 日（火）～令和 3年 6 月 14 日（月）とし、その期間は常時ア

クセス可能な状態とした。公表期間中の当社ウェブサイトの閲覧回数は 459回であった。 

 

６
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2. 環境影響評価準備書の説明会の開催 

「環境影響評価法」第 17条第 1項の規定に基づき、準備書の記載事項を周知するため準備書

説明会（以下、「説明会」という。）を開催した。 

説明会の開催の公告は、準備書の縦覧等に関する新聞公告（別紙 1）と同時に行うとともに、

当社ウェブサイト（別紙 2）と八幡平市広報「広報はちまんたい」（別紙 3）に掲載して周知を

行った。 

 

開催場所及び開催日時 

八幡平温泉郷集会所：令和 3年 5月 19日（水） 18時 30分～19時 20分 

 

来場者数 

来場者は 4名であった。 

 

3. 環境影響評価準備書についての意見の把握 

「環境影響評価法」第 18条第 1項の規定に基づき、環境の保全の見地からの意見を有する者

の意見書の提出を受け付けた。 

 

意見書の提出期間 

令和 3年 4月 27日（火）から令和 3年 6月 14日（月）まで 

（郵送の受付は当日消印有効とした。） 

 

意見書の提出方法 

意見書（別紙 4）は、縦覧場所に備え付けた意見箱への投函及び郵送又はＦＡＸにより受

け付けた。 

 

意見書の提出状況 

準備書について、環境の保全の見地から提出された意見書はなかった。 

 

意見書に対する事業者の見解 

環境の保全の見地から提出された意見書はなかったため、事業者の見解はない。 

 

７



 

 

岩手日報への公告内容（令和 3年 4月 27日） 

 

  

別紙 1 

８



 

 

当社ウェブサイトへの掲載内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 2 

９



 

 

八幡平市広報「広報はちまんたい」5月号への掲載内容 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報はちまんたい 5月号 15ページ  

別紙 3 

１０



 

 

意見書書式 

 

 

別紙 4 

１１
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「松川地熱発電所発電設備更新計画」環境影響評価準備書に対する委員等からの 

事前質問・意見及び事業者回答 

 

【１】 

≪準備書≫ ｐ2-8 

 松川を挟んだ北側も対象事業実施区域に設定されている理由とその影響の有無について説

明してください。 

                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

松川を挟んだ北側は、発電棟から主変圧器までの連絡母線管理用の敷地及び資材置場となっ

ておりますが、連絡母線の工事の可能性もあったことから対象事業実施区域はこれらを含め

現在の敷地全体を設定しております。 

本計画は、p.2-2(4)に示す既設の発電設備を更新するものであり、その主要な工事範囲は

p.2-8(10)、2-9(11)に示すとおりです。更新工事では、連絡母線管理用及び主変圧器での工

事はありません。また、資材置場は、更新計画においてもこれまでと同様に使用する計画で

あり、環境影響はほとんどないものと考えております。 

 

【２】 

≪準備書≫ ｐ2-20 

 工事使用水及び機器洗浄水や生活排水は専門業者に委託して処理するとあるが、その処理

は外部の専用の処理施設（例：産業廃棄物処理・処分場やし尿処理場）で実施されるという

意味でしょうか。 

                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

工事使用水及び機器洗浄水は、産業廃棄物処理業者に委託し、処理業者の専用の処理施設に

おいて適切に処理する計画です。 

生活排水は、仮設トイレを設置し、地元自治体の指定業者にて適切に処理をする計画です。 

なお、機器洗浄については基本的に工場で実施するため、ほとんど発生しない予定です。 

 

【３】 

≪準備書≫ ｐ2-22 及びｐ2-30 

 一律排水基準の日間平均値は考慮されないのでしょうか。 

                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

 本工事及び発電所施設は水質汚濁防止法等の対象施設がありませんので、排水基準値の日間

平均値までは考慮しておりません。 

 なお、冷却水及びプラント排水の管理値は、「北上川水系松川等における水利使用(松川地

熱発電所工業用水)」に関する水利使用規則」(平成 15 年)に基づき国土交通省に提出している

排水規程の値(水温除く)であり、今後も規程値を遵守し、月 2 回の測定を継続し管理する計画

です。 

 

 

 

資料№４ 
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【４】 

≪準備書≫ ｐ2-26 及びｐ2-32 

 井戸に関しては既存設備を継続使用するものと理解しているが、一方で生産井の生産能力

が十分確保できない場合は補充井を掘削する計画である、と述べられています。この補充井

を掘削する場合は別な事業として改めて環境影響評価を実施するということでよろしいか。 

                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

  運転開始後に補充井を掘削する場合は、自然公園法、温泉法等の許認可申請において審査さ

れるものと考えております。 

 

【５】 

≪準備書≫ ｐ2-30 及びｐ2-31 

 中和処理の方法について説明してください（後述の砒素と関連します）。 

                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

冷却水等の中和処理については、既設設備と同様に、冷却水の循環水系統及び冷却排水とプ

ラント排水の合流後の 2箇所で中和剤（苛性ソーダ）を用いて行う計画です。 

 

【６】 

≪準備書≫ ｐ3.2-11 

 水道事業に利用される河川水（取水地点）や地下水、湧水の場所を地図上に示し、対象事

業の影響を受ける可能性のある水源があるか視覚的に分かるようにしていただきたい。 

                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

八幡平市の水道事業に利用されている河川水や地下水及び湧水の水源の位置は、公開資料

では確認できませんでしたが、八幡平市によれば、対象事業実施区域に最も近い水源は、図 1

に示す八幡平温泉郷に配水する「温泉郷配水池」（対象事業実施区域から北東約 4km）の水源

が「下グンダリ（湧水）」となっており、松川支流のグンタリ沢付近と聞いております。 
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図 1 最寄りの水道事業の取水地点 

八幡平温泉郷配水池 

八幡平温泉郷 

グンタリ沢 
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【７】 

≪準備書≫ ｐ12.1.2-29 

 周辺の温泉に及ぼす影響評価の手法や予測結果について専門家の意見を伺っているようで

あれば、（ｐ12.2-26 以降に示してあるように）その結果を説明していただきたい。 

                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

本事業では、既設の生産井を流用すること、過去五十数年間において周辺温泉への影響が見

られなかったことから、事前に専門家への相談は行っておりませんが、予測手法については、

経済産業省の環境審査顧問会地熱部会において、別紙 1によりご説明しております。 

予測結果については、これまでに蓄積されたデータに今回の調査結果を加えることで、周辺

温泉の生成メカニズムと地熱貯留層との関係性を示し、これまでの地熱流体の採取及び更新

後の採取による温泉への影響がない旨を再確認したものです。 

 

【８】 

≪準備書≫ ｐ12.2-7 

 表 12.2.1-7 に冷却塔排水の砒素濃度が示されており、最大値は排水規定を満足しています

が、基準値の半分の濃度を超過する場合もあるようです。放流後は河川水によって十分に希

釈されると予想されますが、上記の中和処理によって砒素も除去できるような仕組みになっ

ているのか、なっていなければ、そのような方法を取り入れる予定はないのか伺いたい。 

                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

冷却排水については、ご指摘のとおり基準値の半分の濃度を超える場合もありますが、平均

値は 0.019 mg/L であり、これまで排水管理規程値を満足していることから、更新後も既設設

備と同様の中和処理を計画しております。 

なお、今後も月 2 回の排水測定を継続する計画であり、その状況を踏まえつつ必要に応じ処

理方法を検討してまいります。 

 

【９】 

≪準備書≫ ｐ12.2-13 

 図 12.2.1-6(3) の砒素において、「事務所前赤川」での濃度が環境基準値の 0.01 mg/L に

近い値を示している時期がありますが、これらは赤川自体の水質によるものでしょうか。あ

るいは冷却塔排水の影響によるものでしょうか。データがあれば松川下流地点（例えば、ｐ

12.1.2-2（ｐ462）の図の③の地点）での砒素濃度も示し、松川との合流（希釈）によって濃

度が十分に低下しているか確認していただきたい。 

                                （伊藤 歩委員） 

【回答】 

当社が環境モニタリングとして実施している河川水質の調査結果は、準備書 p.12.2-6 表

12.2.1-6 に示すとおりであり、冷却塔排水口の上流に位置する赤川ダム地点では 0.001 未満

～0.002 mg/L（平均値 0.001 mg/L）となっており、赤川自体にも若干の砒素は含まれており

ますが、事務所前赤川地点の砒素は主に冷却塔排水による影響と考えられます。 

松川との合流後の調査結果は、八幡平市の水質検査結果によれば、表 1 に示すとおり、松川

下流地点（準備書 p.12.1.2-2 図中③地点）では、0.001 未満～0.003 mg/L（平均値 0.001 

mg/L）となっております。さらに、下流の環境モニタリングでの松川ダム上流地点（準備書



 

16 
 

p.12.2-6 図 12.2.1-1(2)）では、0.001 未満～0.002 mg/L（平均値 0.001 mg/L）となってお

り、松川との合流（希釈）によって、冷却塔排水由来の砒素濃度は十分に低下しているもの

と考えています。 

なお、更新後も河川の水質測定を継続する計画です。 

 

表 1 松川下流地点の砒素濃度調査結果 

（単位：mg/L） 

地点名 平成 24

年度 

平成 25

年度 

平成 26

年度 

平成 27

年度 

平成 28

年度 

平成 29

年度 

平成 30

年度 

令 和 元

年度 

令 和 2

年度 

松川下流 0.002 ＜0.001 ＜0.001 ＜0.001 0.002 0.002 0.001 ＜0.001 0.003 

注：八幡平市の水質検査の頻度は、年 1回である。 

出典：「河川水路の水質検査結果」（八幡平市、平成 24～令和 2年度） 

 

【１０】 

≪準備書≫ ｐ8-7及びｐ12.1.4-35～37 

 方法書段階における知事意見のなかで、赤川への排水の流入による河川の水温上昇に伴う

水生生物や植生への影響について十分な調査を実施するよう求められており、事業者は十分

な調査を実施・評価すると回答しています。12.1.4 の調査結果の内容で、魚類相に関する現

地調査では１科１種のみの生息が確認されたとあります。文献調査では６科 13 種の記載があ

ります。現地調査が不十分だった可能性はないでしょうか。どの文献のどこのページに魚類

相６科 13 種の記載がされているのか示してください。また、このギャップはどのように説明

されますか。既存の地熱発電稼働の影響が出ているとは考えられないですか。地熱発電はこ

れからの発電事業において期待が大きい分野だと思われますので、しっかりとしたデータに

基づいた影響評価を行い、今後の環境保全に生かすことが求められていると思います。河川

の健全性、あるいは総合的な評価において、魚類の生息種数や個体数のデータが重要な意味

をもっていると考えます。 

                               （伊藤 絹子委員） 

【回答】 

文献調査については、松川・赤川固有の調査結果が無いことから、「自然環境保全基礎調査」

等により調査範囲を八幡平市として整理した結果、13 種を確認しました。これら 13 種の引用

文献名、該当頁等は表 2に示すとおりです。 

一方、現地調査での確認種はアメマス（エゾイワナ）1 種であり、確認地点は、澄川 1 地点

（W8）及び松川－澄川合流部下流 2地点（W7、W9）となっています。「12.1.2 水環境」項

に記載のとおり、松川及び赤川の水素イオン濃度は、一様に酸性水質を呈しており、特に赤

川の水素イオン濃度は低い値を示しています。 

 

松川：5.6～5.7（№1松川上流及び№2松川下流） 

赤川：3.9～4.0（№3赤川上流及び№4赤川下流） 

松川（赤川合流後）：4.6（№5松川、赤川合流後） 

松川（澄川合流後）：5.9（№6澄川合流後） 

冷却塔排水：6.3 

（数値は現地調査結果の平均値） 

アメマス（エゾイワナ）の確認地点は、相対的に水素イオン濃度が高い澄川の影響のある地
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点のみであり、確認種が 1 種となった要因は赤川の水質(水素イオン濃度)にあるものと考え

られ、調査は適切に行ったものと認識しております。 

 
表 2 魚類の種毎の文献名及び該当頁 

No. 種名 現地調査 
文献その他 
の資料調査 

文献名・該当頁等 

1 ギンブナ  ○ 

「生物多様性情報システム-基礎調査データベース検索
-（第4回動植物分布調査）及び（第5回動植物分布調
査）」※環境省HPからの引用のため頁番号はありませ
ん。同HPリンク掲載の以下の報告書該当頁を参考まで
に付記いたします。 
 
「自然環境保全基礎調査 生物多様性調査 動物分布調
査報告書（淡水魚類）、環境省自然環境局生物多様性
センター、平成14(2002)年3月」・91頁 

2 タナゴ  ○ 〃・102頁 

3 アブラハヤ  ○ 〃・50頁 

4 ウグイ  ○ 〃・45頁 

5 モツゴ  ○ 〃・77頁 

6 ドジョウ  ○注2 〃・116頁 

7 ヒガシシマドジョウ  ○ 〃・126頁 

8 ギバチ  ○ 〃・136頁 

9 アメマス（エゾイワナ） ○  － 

10 ニッコウイワナ  ○ 〃・159頁 

- アメマス類  ○注3 〃・156-159頁 

11 ニジマス  ○ 〃・175頁 

12 サクラマス（ヤマメ）  ○ 〃・168-169頁 

13 カジカ  ○ 「いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物
（2014年版）、岩手県環境生活部自然保護課、平成26
年」・295頁 - カジカ属  ○注4 

14 トウヨシノボリ類  ○ 
「自然環境保全基礎調査 生物多様性調査 動物分布調
査報告書（淡水魚類）、環境省自然環境局生物多様性
センター、平成14(2002)年3月」・288頁 

計 14種 
1目1科1

種 
5目6科13種 

 

注：1．種名は「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 令和2年度生物リスト」（河川環境データベース 国

土交通省、令和2年）に準拠した。 

  2．文献その他の資料調査で確認されたドジョウは、現行の分類体系に準拠するとドジョウ若しくはキタド

ジョウに該当する。 

  3．文献その他の資料調査で確認されたアメマス類は、アメマス（エゾイワナ）若しくはニッコウイワナで

あったと考えられる。ニッコウイワナが確認されているため種数の合計には計上しない。 

  4．文献その他の資料調査で確認されたカジカ属は、カジカ若しくはその他カジカ属魚類である。 

カジカが確認されているため、種数の合計には計上しない。 

  5．文献その他の資料調査の調査範囲は以下のとおり。 

・「自然環境保全基礎調査 動植物分布調査（第 4 回・平成元～3 年度、第 5 回・平成 9～10 年度）」（環

境省）において、1/25,000 地形図「八幡平」「茶臼岳」「平館」「熊沢」「竜ヶ森」「七時雨山」に該

当するメッシュや八幡平市（旧市町村含む）で記録があるもの。 

・「いわてレッドデータブック 岩手の希少な野生生物（2014 年版）」（岩手県環境生活部自然保護課、

平成 26 年）において、八幡平市（旧安代町、岩手山・八幡平地域を含む）において記録があるもの。 
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【１１】 

≪準備書≫ 項目 12.1.1.2 騒音全般及び項目 12.1.1.3 振動全般 

測定値等の物理量の単位の記述法について、この準備書では、ほぼ、アルファベット等を

用いた、国際的に標準であると思われる表記となっているのに対し、騒音と振動の物理量の

単位については、「デシベル」というカタカナ表記となっている。これは、記述の方針の不

統一という意味で極めて気持ち悪い。最終的な評価書を作成する際には、他の単位と合わせ

て[dB]を用いていただきたい。 

                        （永幡 幸司委員） 

【回答】 

ご指摘のとおり評価書において、単位表記を「dB」に統一します。 

 

【１２】 

≪準備書≫ ｐ12.1.1-106 

表 12.1.1.2-3 に環境騒音の測定結果が掲載されているが、令和 2年度の( )内の測定値を

除いて、全て 50%時間率騒音レベル(LA50)の値のようである。騒音に係る環境基準は、等価騒

音レベル(LAeq)で規定されたものであり、等価騒音レベルと 50%時間率騒音レベルは互換性の

ない、全く別の指標であり、50%時間率騒音レベルで示された環境騒音レベルについて、環境

基準との比較をすることはできない。そのため、この表の記述の仕方には問題がある。表の

記述方法を再検討していただきたい。 

                        （永幡 幸司委員） 

【回答】 

ご指摘のとおり基準との適切な比較となるように評価書において、下表のとおり修正します。 

 
準備書 表 12.1.1.2-3 環境騒音の測定結果（平成 28～令和 2年度） 

（単位：dB） 

測定地点 平成 28年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 環境基準 

松川駐車場 
- - - - 45 （55） 

46 39 46 59 45 - 

注：1．測定頻度は 1回/年（8月の昼間）である。 

  2．上段は、等価騒音レベル（LAeq）、下段は、50％時間率騒音レベル（LA50）の値である。 

  3．「松川駐車場」は、環境基準の地域の類型に指定されていないが、主として住居の用に供され

る地域に適用される B類型の騒音に係る昼間の環境基準値を準用し、（ ）内に示した。 

 

【１３】 

≪準備書≫ ｐ12.1.1-117 

評価の結果について、「環境保全の基準等との整合性」という観点については、地域類型

が指定されていない区域での準用の仕方が適切であり、ここでの評価自体には異論はない。

しかし、「環境影響の回避・提言に関する評価」に示されているように、工事関係車両の運

行による道路交通騒音レベルの増加量は、最大で 7dB と、かなり大きい。住民にとっての心

理的影響は、かなりのものとなる可能性がある。そのため、道路沿線住民に対して、適切な

コミュニケーションをとっていただきたい。 

                        （永幡 幸司委員） 

【回答】 
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民家等の付近を通行する際には、準備書に記載のとおり前後の交通に十分配慮したうえで、

減速して走行する等の環境保全措置を徹底することに加え、住民の方に事前に工事計画を説

明する等、適切なコミュニケーションをとってまいります。 

 

【１４】 

≪準備書≫ ｐ12.1.7-15 他 

「発電棟及び冷却塔の大きさを可能な限りコンパクトにする」と書かれていますが、コン

パクトとはどういうことか具体的に示して下さい。大きさをコンパクトにするということは

小さくなると言うことでしょうか。現状ではコンパクトの定義と判断基準の妥当性が判断で

きません。「擁壁類を石積み風にする・・・」と書かれているが、石積み風とは具体的にど

のようなものかを確認できる写真を示す必要があります。現在の写真では遠目で判断できま

せん。発電棟及び冷却塔の外観について擁壁、屋根形状、デザインが簡単に記述されていま

すが、素材と仕上げを記入した立面図があれば記述内容が妥当であるか判断できます。ｐ

12.1.7-33〜37 の画像を見る限りギャンブレル屋根ではなく、妻側のみ少しギャンブレル形状

にし、それ以外は木目調外壁の立ち上がる不格好なデザインにしか見えません。更新する発

電設備について「可能な範囲で発電等に集約し、視認される構造物を少なくする」と書かれ

ているが、これについても具体的図面が示されないと判断できません。ここでの「視認」は

どこからのことを示すのかも不明です。上記については他でも数箇所記述がみられます。 

                         （三宅 諭委員） 

【回答】 

 〇「コンパクト」の記載について 

「発電棟及び冷却塔の大きさを可能な限りコンパクトにする」については、「既設の発電棟、

冷却塔と比較して」という意味で記載しています。新旧の建物の比較は、下表（準備書 p.2-

28 表 2.2.9-2）に記載のとおり、冷却塔は強制通風式を採用することで大幅に小さくなり、

発電棟は機器を集約した関係で面積は拡大しましたが、高さは既設より低く抑えた計画とし

ました。 

 

 準備書 表 2.2.9-2 主要な建物等 

主要な建物 既 設 更新後 

発電棟 

構 造 鉄骨造 鉄骨造 

主要寸法 長さ 約 19m × 幅 約 25m × 高さ 約 24m 長さ 約 30m × 幅 約 53m × 高さ 約 22m 

色 彩 クリーム系 クリーム及びブラウン系 

冷却塔 

構 造 コンクリート造 FRP 造 

主要寸法 直径（底部）約 45m × 高さ 約 46m 長さ 約 28m × 幅 約 13m × 高さ 約 18m 

色 彩 グレー系 クリーム及びブラウン系 

事務棟、 

PR 館 

(既設流用) 

構 造 鉄骨造 鉄骨造 

主要寸法 長さ 約 18m × 幅 約 18m × 高さ 約 10m 長さ 約 18m × 幅 約 18m × 高さ 約 10m 

色 彩 クリーム及びブラウン系 クリーム及びブラウン系 

 

 〇外壁等の素材、仕上げについて 

更新後の発電棟、冷却塔の外観（完成予想図）及び外壁等の素材、仕上げは図 2 のとおりで

す。 

発電棟の屋根の形状は、残置する PR 館と同様に一部をギャンブレル型としました。この理
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由は、採光可能な窓の確保のほか、建屋内への蒸気配管の接続等を考慮したことによるもの

です。 

なお、一般の方が通常立入ることができるのは PR 館付近までであり、この位置からは発電

棟の大部分は冷却塔に遮蔽されるため、屋根の構造が景観上の「発電所としての一体感の醸

成」に支障を及ぼすことはないと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 完成予想図（南東方向から） 

 

 〇「発電棟への集約」について 

「可能な範囲で発電棟に集約し、視認される構造物を少なくする」については、図 3 のとお

り、これまで敷地内の屋外等に分散して配置されていた機器を集約しました。 

 

発電棟に集約する主な機器 

・冷却水ポンプ、ガス抽出器、循環水ポンプ、復水器 

 

 〇視点場について 

「視認される構造物を少なくする」保全措置は、具体的な視点場を念頭に置いたものではあ

りませんが、対象事業実施区域周辺は谷状の地形となっており、現状及び更新後のいずれに

おいても東側以外からは発電所施設の全体は視認されないことから、東側に位置する松川地

熱館（PR館）前からは特に有効な措置と考えています。 

擁壁：石積み風の化粧型枠施工 

屋根：カラーガルバリウム鋼板 

（フッ素樹脂塗装） 

3.5Y 4.8/0.2 

外壁：角波カラーガルバリウム鋼板 

（フッ素樹脂塗装） 

5.5GY 9.1/1.2 

外壁：窯業系サイディング 

   7.5YR 5/4 
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図 3 発電棟に集約する主な機器の位置 

冷却水ポンプ 

復水器 

循環水ポンプ 

ガス抽出器 

ガス抽出器 

復水器 

循環水ポンプ 
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【１５】 

≪準備書≫ ｐ12.1.4-15 

ポイントセンサス法及びラインセンサス法の観察半径を知りたい。 

                        （由井 正敏委員） 

【回答】 

ポイントセンサス法及びラインセンサス法の観察半径は以下のとおりです。 

・ポイントセンサス：半径 50m 

・ラインセンサス：片側 25m（両側で合計 50m） 

ただし、上記範囲を超えていても同定できたものについては記載しています。 

 

【１６】 

≪準備書≫ ｐ12.1.6-13 

生態系上位種の調査に関する可視範囲図が必要です。 

                        （由井 正敏委員） 

【回答】 

生態系上位種の調査に関する可視範囲図は、別紙 2に示すとおりです。 

 

【１７】 

≪準備書≫ ｐ12.1.6-40 

カラ類の確認位置図から既存施設内にカラ類は殆ど出ないことが分かるが、既存施設のす

ぐ周辺では同じ林相でもその外側に比べてカラ類の出現が少ないのかどうかを知りたい。 

                        （由井 正敏委員） 

【回答】 

 以下の①及び②の範囲について、カラ類の植生別生息密度を算出し表 3に示します。 

  ① 対象事業実施区域内と区域境界外側 25m の範囲 

  ② ラインセンサス法の各観察ラインから 25m の範囲（両側で 50m）※①の範囲を除く。 

 

 各環境区分におけるカラ類の生息密度をみると、樹林環境のうち、源太ヶ岳（R4）、姥倉山

（R5）、三ツ石山（R6）の登山道沿いの自然林で高い傾向となっています。対象事業実施区域周

辺 25m の範囲では、他の観察ラインと比較して、どの環境区分でも概ね低くなっています。 
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表 3 カラ類の植生別生息密度（ラインセンサス法） 

環境類型区分 

生息密度（個体/ha） 

①対象事業実施

区域+25mの範囲 

②各観察ラインから両側25mの範囲 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

樹林環境 落葉広葉樹自然林 
チシマザサ-ブナ群集 
ジュウモンジシダ-サワグルミ群集 
ミヤマベニシダ-ヤチダモ群集 

8.8 0.0 0.0 3.9 27.0 36.3 23.9 10.1 

 落葉広葉樹二次林 
オオバクロモジ-ミズナラ群集 
ブナ二次林 
ウダイカンバ群落 
ダケカンバ群落（Ⅲ） 

8.3 17.4 13.6 20.0 0.0 30.3 0.0 9.8 

 常緑針葉樹自然林 
オオシラビソ群集 
クロベ-キタゴヨウ群落 
コメツガ群落 

0.0 0.0   29.7 41.4 52.2 3.5 

 常緑針葉樹植林 ウラジロモミ植林   8.5      

 落葉針葉樹植林 カラマツ植林   6.3      

 低木林 ヒメヤシャブシ-タニウツギ群落 0.0 0.0    0.0 62.5  

草地環境 
伐採跡地 
湿生草地 
乾性草地 

伐採跡地群落 
リュウキンカ-ミズバショウ群集 
オオヨモギ-オオイタドリ群団 

18.0 0.0  12.3 0.0   0.0 

造成地等 
（主要工事範囲を含む） 

市街地 2.0 1.1 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 4.3 

その他 自然裸地      0.0  61.6 

全体 6.8 4.6 7.8 13.3 23.6 31.7 38.1 8.1 

注：1. カラ類は、コガラ、ヤマガラ、ヒガラ、シジュウカラ、エナガ、ゴジュウカラとした。 

  2. 「0.0」はカラ類が確認されなかったことを、「空白」はその植生がなかったことを示す。 

  3. 「■」は、20個体/ha以上の生息密度を示す。 

  4. 全体の生息密度は、（確認したカラ類の合計個体数）/（環境類型区分の総面積）により算出した。 

 

【１８】 

≪準備書≫ 岩手県希少野生動植物の保護に関する条例に関すること 

事業予定地周辺ではいわてレッドデータブックに掲載されている希少な哺乳類、両性は虫

類、昆虫、植物、鳥類の生息・生育が確認されている。岩手県希少野生動植物の保護に関す

る条例では、事業者の責務として、事業活動に伴って生ずる希少野生動植物の生息又は生育

の環境の悪化を防止するため当該環境への負荷の低減に努めることとされていることから、

専門家の意見を聞くなど十分な調査を行うとともに、希少野生動植物の生息・生育が確認さ

れた場合は、適切な保護措置を講ずるよう努めること。 

                          （自然保護課） 

【回答】 

現地調査で確認された希少野生動植物については、準備書に記載のとおり、適切な環境保全

措置を講じてまいります。 
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【19】 

≪準備書≫ ｐ12.1.5-126（760） 

準備書 760p にある重要種のテイネニガクサについてです。 

岩手県レッドデータブックでは情報不足種としていますが、これは、テイネニガクサがど

のような特徴をもつ種なのか、情報が不足しており、近縁種との判別に困難があることか

ら、ランク付けができないためです。 

準備書 760p では事業実施区域内に 120 株あったと記されておりますが、このアセスでは、

どのような形態のものをテイネニガクサと同定したのかを教えていただきたいと思い、御連

絡した次第です。 

もし標本を作成しておられるのであれば、提供いただけないでしょうか。あるいは、一定

期間、標本を貸していただくだけでも結構です。標本を作成していない場合は、写真でも結

構です。 

（鈴木 まほろ委員） 

【回答】 

現地調査におけるテイネニガクサの識別は、ツルニガクサに似た植物(高田 1988;細井 2010;米

倉 2017)を見出して、茎に開出する長毛や下向きの曲ったやや長い毛が疎生する特徴を重視※し、

これを確認することにより行いました。 

なお、重要種に該当する植物については、採集は行っておらずテイネニガクサの標本はござい

ません。現地調査では確認した重要種については全地点で個体の写真を撮影しております。現地

で撮影したテイネニガクサの写真（全 4地点）を添付いたします。 

 

 

※テイネニガクサの特徴は通常、茎の節の長毛(大井 1953(疎に殊に茎の節部に);大井 1965(とき

に);北村･村田･堀 1957(節にだけ);村田 1981(節にだけ))とされますが、強調され過ぎたきらい

があり、このことがテイネニガクサの理解を難しくさせてきたのではないかと考えます。 

節部の長毛について、最初に問題を提起したのは、高田(1988;1989)だと思われます。高田

(1988;1989)は、秋田県から、節だけでなく茎に長毛のある個体を報告し、一時エゾニガクサと

混同しながらも、これらの個体がテイネニガクサであることを示唆しました。 

この後に出版された図鑑(Murata & Yamazaki1993;米倉 2017)では、テイネニガクサの特徴とし

て、節部の長毛を鍵にしておらず、高田(1988;1989)の検討を反映しているものと考えられます。 

本調査者も、基本的に高田先生の成果を受け入れております。 

 

  

※非公開 
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【20】 

≪準備書≫ ｐ12.1.1-116（430） 

工事用資材等の搬出入に伴う道路交通騒音の予測結果では、環境基準については「B 地域

（主として住居の用に供される地域）のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域」

の基準を準用している。一方、準備書のあらましにおいては、「幹線交通を担う道路に近接

する空間の基準値を準用」と記載されているが、どちらの表記が正しいのか。当該地点の状

況を確認したが、あらまし記載のとおりであれば準用としては適切ではない。 

（永幡 幸司委員） 

【回答】 

準備書本書に記載している内容が正しく、あらましの記載内容は誤りです。 

 

 

 
テイネニガクサ（2019 年 9 月 17 日撮影） 

 
テイネニガクサ（2019 年 9 月 17 日撮影） 

ブナ林の登山道沿いで55株確認。ツタウルシ、

クマイチゴ、ユキザサと生育していた。 
ブナ林の登山道脇で38株確認。アキタブキ、オ

オバクロモジ、ジュウモンジシダと生育してい

た。 

 
テイネニガクサ（2019 年 9 月 17 日撮影） 

 
テイネニガクサ（2019 年 9 月 18 日撮影） 

ブナ林の登山道脇で 122 株確認。リョウメンシ

ダ、チシマザサ、オオバクロモジと生育してい

た。 

対象事業実施区域内のブナ林林縁（歩道脇）で

120 株確認。アキタブキ、ヒメヘビイチゴ、ウワ

バミソウと生育していた。 

※非公開 
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【21】 

≪準備書≫ ｐ12.1.4-6（522） 

コウモリ類は、建物の隙間等をねぐらとして利用することがある。現地調査において、既

設発電所の建物等についてこれらの利用の有無を確認しているか。 

（由井 正敏委員） 

【回答】 

現地調査では、構内の建物や工作物及び発電所周辺の公衆トイレ等の建物についても、コウモ

リ類をはじめヘビ等のねぐらとしての利用の有無を目視により確認しました。調査の結果、コウ

モリ類等のねぐらとしての利用は確認されていません。 

 



別紙 1 

 

【Ｑ７関係】 

 

経済産業省 環境審査顧問会 地熱部会（2020年 8月 11日） 補足説明資料（抜粋） 

 

 

 

温泉の予測手法について【方法書p.219】 

「６．予測の基本的な手法」のところで、”調査結果から総合的に解析し”と記

載されていますが、地熱流体の生産・還元ヒストリーをインプットデータとした

貯留層シミュレーションを行い貯留層圧力や温度、マスバランスを計算すること

で、既存温泉への環境影響について予測するということでしょうか。 現在想定

されている具体的な方法について、ご説明いただけますか。 

 

温泉については、調査結果とこれまでに収集された貯留層データおよび運転デー

タを用いて、周辺温泉と松川貯留層の関係を示した地熱系概念モデルを作成し、設

備更新後の周辺温泉への影響を予測評価する予定です。 

今回の設備更新では、新規の生産井・還元井の掘削は無く、現在の貯留層の状態

を維持する計画であり、設備更新後に松川貯留層と周辺温泉の関係が大きく変化す

るものではないと考えています。 

なお、貯留層シミュレーションについては、これまでの調査および運転実績にお

いて松川貯留層と周辺温泉との間に干渉関係が認められておらず、数値的な表現が

困難なため、予測評価に用いる予定はありません。 
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図 1 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の位置（St.1～10） 

別紙 2
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図 2 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（全地点） 

注：St.3、9 の視野範囲を含む。 
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図 3 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.1） 

30



 

4/12 

 

図 4 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.2） 
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図 5 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.3） 
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図 6 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.4） 
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図 7 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.5） 
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図 8 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.6） 
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図 9 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.7） 
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図 10 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.8） 
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図 11 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.9） 
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図 12 生態系上位種調査地点（猛禽類調査地点）の視野範囲図（St.10） 
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環境影響評価法施行令の一部を改正する政令（案）の概要

 環境影響評価法（平成９年法律第81号）の対象となる風力発電所に係る規模要件（具体的な内容を

環境影響評価法施行令（平成９年政令346号）に規定。）について、以下のとおり改正する。

第一種事業：現行１万kW以上⇒【５万kW以上】に改正

第二種事業：現行 7,500kW以上１万kW未満

⇒【３万7,500kW以上５万kW未満】に改正

 施行日：令和３年10月31日。なお、円滑な制度移行のため、所要の経過措置を設ける。

1万kW

7,500kW
法第２種事業

法第１種事業

条例

法第１種事業

法第２種事業

条例が整うまでの間、
円滑な制度移行のため
の経過措置
〔詳細は次ページ〕

経過措置

法第１種事業

政令改正によ
り対象外とな
る事業

現行

5万kW

3.75万kW

5万kW

7,500kW

条例

法第２種事業

3.75万kW

条例 条例

施行日以後 移行後
移行期間

(R4.9.30まで)

資料№５出典：令和３年８月13日　環境省報道発表資料【「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令案」に対する意見の募集について】より



2

経過措置の内容について

⇒従前のとおり環境影響評価法を適用し、継続して法アセス手続を行う。

∵事業者の手戻りリスク防止

⇒法アセス手続の要否に係る経済産業大臣による判定を受けなければならない。（義務）
（経済産業大臣は、都道府県知事の意見を踏まえ、法アセス手続の要否を判定）なお、判定を受けずに、法アセス手続を開始することも可能。

∵ 地域の環境保全上の支障のおそれを防止

⇒法アセス手続の要否に係る経済産業大臣による判定を受けることが可能。（任意）
（経済産業大臣は、都道府県知事の意見を踏まえ、法アセス手続の要否を判定）なお、判定を受けずに、法アセス手続を開始することも可能。

∵ 事業者の手戻りリスク防止

注）・既に条例が整備されている場合は、法又は条例アセス手続を選択可能
・条例が整備されていない場合においても、条例整備を待ち、条例アセス手続を選択可能

未実施
手続の例

法アセス手続を開始した場合は、
法アセス手続終了後、着工R4.9.30までの間、法アセス手続を開始可能

R3.10.31 R4.9.30

R3.10.31 R4.9.30
判定を受けなければならない

未実施
手続の例

判定(要の場合は、法アセス手続）後、着工

R3.10.31 R4.9.30
施行日前に手続開始

施行日以後も、法アセス手続を継続

法アセス手続後、着工

手続の例

① 移行期間中（R4.9.30まで）に着工しようとする事業の取扱い

② 移行期間後（R4.10.1以後）に着工しようとする事業の取扱い

※環境影響評価手続のうち、環境影響評価法に基づくものを「法アセス手続」、条例に基づくものを「条例アセス手続」とする。

法アセス手続が途中まで進んでいるにもかかわらず、条例アセス
手続を最初からやり直す手戻りが生じることを防止。

自治体の条例整備の猶予期間(移行期間）中に着工する場
合は、地域の環境影響の度合に応じて法アセス要否を判定す
ることにより、環境保全を確保し、地域トラブルを防止。

１ 施行日前に法アセス手続を開始済み事業の取扱い

２ 施行日前に法アセス手続を開始していない事業の取扱い
条例による適切な手当が講じられるまでの間、本改正公布日から約１年間
（令和４年９月30日までの間）を移行期間とし、経過措置を講じる。

・・・法アセス手続開始 ・・・法アセス手続期間
（配慮書～評価書の公表）

・・・着工しようとする
期間

条例が施行日後に新たに整備される場合、法及び条例アセス
手続がないものとして事業計画や事業の準備等を行っていた
事業者が、手続を最初から実施する手戻りが生じることを防止。
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